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小学校保護者の皆様
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学校再開について（お知らせ）

保護者の皆様にはこれまで、新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けて、適

切に対応いただきましたことに感謝申し上げます。

昨年度末、全国一斉の休校措置の要請により臨時休業に入りました。春休みを経

て、やっと希望に満ちた新学期のスタートと考えていましたが、４月７日、特措法

に基づく「緊急事態宣言」が発出され、４月１１日から５月６日まで臨時休業の措

置をとって参りました。その間、登校日を設けていましたが、４月１６日には全国

「緊急事態宣言」が出され、「学校でクラスター感染を発生させない」ため、登校日

も中止せざるを得なくなりました。

また、５月６日以降につきましても大型連休明け、２週間は感染リスクが今まで

以上に高まる可能性があると判断し、５月２０日まで休業日を延長してきました。

この間、各学校より家庭学習の課題を届けたり、ＣＡＴＶを活用してメッセージ

や英語学習を配信したり、ＨＰを利用して「子どもの学び応援サイト」を紹介した

り、あらゆる支援をいたしましたが教育活動が縮小されましたことは誠に残念でな

りません。

学校再開後は、長期休業期間の短縮や学校行事の精選、時間割編成の工夫などあ

らゆる視点から授業時間の確保に取り組み、子どもたちの学習の機会を保障しなけ

ればならないと考えています。また、学習内容の定着を確認し、補充のための授業

を実施するなど学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じたいと思います。

保護者の皆様におかれましては、学校が再開されましても、お子様に発熱や咳な

どの風邪の症状がみられる場合には、新型コロナウイルス感染症と診断される可能

性もあるということを踏まえ、自宅で療養していただくようお願いいたします。ま

た、今まで同様、マスクの着用、健康観察表の記入、手洗いの励行など引き続きお

願いいたします。

１ 学校登校日

５月２１日（木）午前中 （給食はありません）

５月２２日（金）午前中 （給食はありません）

２ 学校再開

５月２５日（月）より全学年給食を実施します

３ ２１、２２日の学童保育について

次の方は放課後から１５時まで利用できます。尚、該当の方には別に通知を

させていただきます。

（１）通年利用をされている方（１９時まで）

（２）４月１３日～５月２０日までの間で自主登校を申し込まれた方


